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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ支持部品と、ユーザに眼鏡フレームを支持するためにレンズ支持部品から延在す
る一対のテンプルと、そのテンプルの一つをそれぞれレンズ支持部品に連結するためのヒ
ンジ部品とを具える眼鏡フレームにおいて、
　それぞれのヒンジ部品は、互いに直交する一対のピボット軸線を具え、それにより、当
該ピボット軸線周りの、テンプルとレンズ支持部品との間の移動が可能となり、
　前記レンズ支持部品に対して安定な位置において、少なくとも一方の前記ピボット軸線
周りに作用可能な付勢要素を具え、前記付勢要素が、テンプルを所定の位置に戻すように
作用することを特徴とする眼鏡フレーム。
【請求項２】
　請求項１に記載の眼鏡フレームであって、前記所定の位置が、前記一のピボット軸線に
より与えられる移動範囲内の中央である眼鏡フレーム。
【請求項３】
　請求項１に記載の眼鏡フレームであって、
　前記ヒンジ部品は、一方のテンプル及びレンズ支持部品とともに移動可能なカム部材を
具え、
　前記付勢要素は、他方のテンプル及びレンズ支持部品と結び付いて、カム部材上のカム
表面に対して作用する眼鏡フレーム。
【請求項４】
　請求項３に記載の眼鏡フレームであって、前記カム表面は、レンズ支持部品に対してテ
ンプルが所定の位置に戻るような形状を有する眼鏡フレーム。
【請求項５】
　請求項４に記載の眼鏡フレームであって、前記カム表面はピボット軸線からの半径が最
小となる中心位置を有し、中央部の両側面に向かうにつれて半径が次第に増加する眼鏡フ
レーム。
【請求項６】
　請求項５に記載の眼鏡フレームであって、前記付勢要素は、カム表面に係合するフォロ
ワと、カム表面に対してそのフォロワを付勢するバネとを具える眼鏡フレーム。
【請求項７】
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　請求項６に記載の眼鏡フレームであって、他方のテンプルとレンズ支持部品との間で、
スライド可能にフォロワを支持する眼鏡フレーム。
【請求項８】
　請求項７に記載の眼鏡フレームであって、前記付勢要素は、フォロワの延在部上で支持
されるバネである眼鏡フレーム。
【請求項９】
　請求項８に記載の眼鏡フレームであって、前記バネ及びフォロワは、他方のテンプル内
部及びレンズ支持部品内部の先細の穴内に配置され、前記一のピボット軸線を画定するピ
ンによりその穴内に保持される眼鏡フレーム。
【請求項１０】
　テンプルをレンズ支持部品に連結するヒンジ部品において、そのヒンジ部品は、
　直交する平面に配置されて互いに向き合う一対のカム表面を有するカム部材と、
　前記各平面にそれぞれ垂直に延在し、カム部材とレンズ支持部品とテンプルとのそれぞ
れの間における相対移動のための、直交するピボット軸線を画定する一対の軸線と、
　それぞれ一のカム表面と関連付けられる一対のフォロワと、
　カム表面と接触してフォロワを支持するためにフォロワに作用する一対の付勢部材とを
具えるヒンジ部品。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のヒンジ部品であって、前記カム表面は、その安定した位置を与える
ために、中央部の両サイドから増大する半径を有するヒンジ部品。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のヒンジ部品であって、前記フォロワはそれぞれ、前記一の軸線それ
ぞれに対して半径方向にスライド可能であるヒンジ部品。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のヒンジ部品であって、前記付勢部材はそれぞれ、前記軸線それぞれ
に対してフォロワを付勢するように作用するバネであるヒンジ部品。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のヒンジ部品であって、前記バネをフォロワの延在部上に取り付ける
ヒンジ部品。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のヒンジ部品であって、前記フォロワはそれぞれ、それぞれの筐体内
にスライド可能に取り付け、前記一の軸線によって保持されるヒンジ部品。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のヒンジ部品であって、前記筐体を、テンプルやレンズ支持部品と一
体として形成するヒンジ部品。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のヒンジ部品であって、前記筐体は、テンプル及びヒンジ部品を受け
るために、ソケットを具えるヒンジ部品。
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